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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成24年7月26日(2012.7.26)

【公表番号】特表2012-501376(P2012-501376A)
【公表日】平成24年1月19日(2012.1.19)
【年通号数】公開・登録公報2012-003
【出願番号】特願2011-525222(P2011-525222)
【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｌ  79/08     (2006.01)
   Ｃ０８Ｋ   3/04     (2006.01)
   Ｆ０２Ｃ   7/00     (2006.01)
   Ｆ０１Ｄ  25/24     (2006.01)
   Ｆ０１Ｄ  25/00     (2006.01)
   Ｆ０４Ｄ  29/02     (2006.01)
   Ｆ０４Ｄ  29/56     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｌ  79/08    　　　Ｂ
   Ｃ０８Ｌ  79/08    　　　Ｃ
   Ｃ０８Ｋ   3/04    　　　　
   Ｆ０２Ｃ   7/00    　　　Ｆ
   Ｆ０２Ｃ   7/00    　　　Ｃ
   Ｆ０２Ｃ   7/00    　　　Ｅ
   Ｆ０１Ｄ  25/24    　　　Ｄ
   Ｆ０１Ｄ  25/24    　　　Ｎ
   Ｆ０１Ｄ  25/00    　　　Ｌ
   Ｆ０４Ｄ  29/02    　　　　
   Ｆ０４Ｄ  29/56    　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成24年6月7日(2012.6.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　航空機エンジン複合材料部品であって、
　前記部品が環または環セグメントであり、ポリイミド、ポリアミド－イミド、ポリエー
テルイミド、ポリベンズイミダゾールおよびそれらの配合物からなる群から選択される、
約４０～約９０重量パーセントのポリマー構成成分と；
　少なくとも９重量パーセントの片状黒鉛または黒鉛粉末の充填材構成成分と；
　任意選択により、約５１重量パーセント以下の粒子状物質と；
を含み、
　ここで前記複合材料の全構成成分の合計は１００重量パーセントであり、
　前記複合材料は、１時間に５回の割合で空気が交換されている状態で空気中において７
０ｐｓｉ（０．４８ＭＰａ）で１００時間７００°Ｆ（３７１℃）に加熱した後に判定さ
れた場合に５％未満の熱酸化による重量損失を有し、かつ０．５未満の動的摩擦係数を有
し；
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　金属環または金属環セグメントのための適切な代替品である複合材料部品。
【請求項２】
　前記部品が、内部シュラウドまたは内部シュラウドの１セグメントである、請求項１に
記載の複合材料部品。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４３】
　最初にテンシルバーを秤量することにより、酸化安定性を測定した。その後バーを１０
０時間空気中７０ｐｓｉ（０．４８ＭＰａ）の圧力で７００°Ｆ（３７１℃）の温度に曝
露した。空気は１時間に５回の割合で交換した。この時間の終了時に、バーを再度秤量し
、ＴＯＷＬは、２．９％であった。
　本発明は以下の実施の態様を含むものである。
　１．航空機エンジン複合材料部品であって、前記部品が環または環セグメントであり、
　ポリイミド、ポリアミド－イミド、ポリエーテルイミド、ポリベンズイミダゾールおよ
びそれらの配合物からなる群から選択される、約４０～約９０重量パーセントのポリマー
構成成分と；
　少なくとも９重量パーセントの炭素質充填材構成成分と；
　任意選択により、約５１重量パーセント以下の粒子状物質と；
を含み、
　ここで前記複合材料の全構成成分の合計は１００重量パーセントであり、
　前記複合材料は、１時間に５回の割合で空気が交換されている状態で空気中において７
０ｐｓｉ（０．４８ＭＰａ）で１００時間７００°Ｆ（３７１℃）に加熱した後に判定さ
れた場合に５％未満の熱酸化による重量損失を有し、かつ０．５未満の動的摩擦係数を有
し；金属環または金属環セグメントのための適切な代替品である複合材料部品。
　２．前記ポリマーがポリイミドであり、炭素質充填材が黒鉛粉末である、前記１に記載
の複合材料部品。
　３．約５０重量パーセントのポリマーと約５０重量パーセントの炭素質充填材とを含む
、前記１に記載の複合材料部品。
　４．約９０重量パーセントのポリマーと；約９重量パーセントの炭素質充填材および約
１重量パーセントの粒子状物質とを含む、前記１に記載の複合材料部品。
　５．前記炭素質充填材が黒鉛粉末であり、前記粒子が約５０μｍ未満の平均サイズを有
する、前記３に記載の複合材料部品。
　６．前記炭素質充填材が黒鉛粉末であり、前記粒子が約１０μｍ以下の平均サイズを有
する、前記３に記載の複合材料部品。
　７．前記ポリイミドが、２，３，３’，４’－ビフェニルテトラカルボン酸、３，３’
，４，４’－ビフェニルテトラカルボン酸、３，３’，４，４’－ベンゾフェノンテトラ
カルボン酸、２，２’－ビス（３，４－ジカルボキシフェノール）－ヘキサフルオロプロ
パンテトラカルボン酸またはピロメリット酸、前記酸の無水物またはエステル、あるいは
前記酸、前記無水物または前記エステルの混合物および１つ以上の芳香族ジアミンから誘
導されている、前記１に記載の複合材料部品。
　８．前記部品が内部シュラウドまたは内部シュラウドの１セグメントである、前記１ま
たは３に記載の複合材料部品。
　９．前記部品が、可変ベーンと共に用いられる内部シュラウドまたは内部シュラウドの
１セグメントである、前記２または３に記載の複合材料部品。
　１０．前記部品が、内部シュラウドであるか、または内部シュラウドの１セグメントが
可変ベーンと直接接触している、前記６に記載の複合材料部品。
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